
新採用教員研修施策の現状と行政の役割

一一中央臨文部省の研修施策の考察から一一

北神正行

1. 新採用教員研修施策の展開過程

(1) 教員研移施策の概要

教員の研修が政策@行政の関心の対象となり，政策上の日程にのぼってくるのは， 1955年

頃からの教育行政組織再編をめぐる新たな状況を背景としてであろう。 1956年の「地方教育

行政の組織及び運営に関する法律」の施行による新たな教育行政秩序の確立の方向のなかで，

学習指導要領の基準性の強化と法的拘束性の確立，道徳、時間の特設など，教育内容への国家関

与 e統制は，教員研修に対しても施策の対象として積極的に考えてしべ立場を準備した。つま

り，国家の教育意思を教職員に徹底させること，そしてそれを教育実践のなかで効果的に実現

させるために研修の機会を，行政の責任において組織化し，活用しようとしたので、あるO

/ 5 8年の道徳教育指導者講習会(文部省主催)，同年の小@中学校改訂学習指導要領趣旨徹

底講習会(文部省主催)， / 5 9年から 3年計画の小@中学校教育課程研究協議会(文部省主

催)のいわゆる!伝達講習会」が開催された。そして， / 6 0年には管理職研鯵講座が新設さ

れ，さらに/6 2年からは，小@中学校教育課程研究集会=文部教研( / 6 7年まで。現在は

全国教育課程研究発表会の名称)が関かれているO

文部省は以上のような行政研修を実施することと並んで/6 0年度から教育研究団体等研

究費補助金を交付し，教育研究団体の育成@助成による研修の充実.強化を図ろうとした。(り

また， /63年頃からは，地方教育研究団体の整備統合が日教組対策をも意識しながら進めら

れ， (2) 16 5年には都道府県教育研修センター設置費補助金が新たに加えられ，研修の場，機

会の拡充がなされることになっ、たO

このようにして， 6 0年代半ばには，研修施策@行政の基盤がほぼ成立していったと考えら

れる。そして/6 6年の 1L 0 0 ユネスコの「教員の地位に関する勧告」をひとつの契機とし

て，それ以降とくに， 7 0年代には教員の研修が，行政当局において真剣にかつ積極的に行政

施策の対象として考えられてくるようになった。それは，教職の専門性にふさわしい研修施策

の樹立という新たな視点を含んでなされたものだった。

/ 6 9年度からの校長@教頭等海外事情視察(海外研修)に対する国庫補助 /70年度か

らの新規採用教員研修に対する補助金交付，また同年の中堅教員研修会の新設などによって具

体化されていつ九 '73には，中央研修の場として国立教育会館分館(筑波研究学園都市)が
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建設され，長期宿泊研修が可能となり，さらに， I 7 7年には教職経験者研修(新採後 5年経

過の教員)が新設されたほか，新採用教員研修が/7 7年， / 7 9年に拡大されていった。また，

/ 7 9年度には，教員研究ク'ループ補助が交付されるとともに，新たに免許外教科担任教員研

修，英語担当教員海外研修が設けられている。

このように拡大，強化されていった研修施策@行政に対応し，研修を能率的に計画@運営し，

かっ研修儒要にこたえる行政を調整するため， /7 9年 4月から文部省初中局地方課に「教員

研修企画官」が新設され，教員研修に対する行政当馬の積極的な対応がみられるようになった。

このように 65年代以障とくに 70年代における教員研修の一連の施策には，文部当局の積

極的な対応と関心が示されている。こうした積極的な関心を支えるものは，教員の研修活動は

教職活動にとって不可欠の本質的な営みであるという主蕊哉が教職の専門性論とのからみあいか

らなされ，そして教師の力量は教育革新を前に，もしくはそれをめざして更新されなければな

らないという視点である。

そして，その視点、は「よい教師は大学で形成される jとしづ考え方が，教師は養成@採用@

研修の全過程で形成されるという考え方に修正するなかで形づくられてきたという特色があるO

(3) / 7 1年の中央教育審議会答申 f今後における学校教育の総合的な拡充整備のための基本的

施策」において，教員の i資質@能力は，その養成，採用，研修，再教育の過程を通じてしだ

いに形成されるべきものであろう」と大学に多くを期待しながらも，主として養成@採用の改

善に自を向けていたそれまでの発想を転換し，養成後の過程に注目し，その方策が提示されて

いる。

このような考え方は/6 6年の 1LO e ユネスコ勧告でも「教師の現職教育」の項でその方

策が示されていたが，さらに/7 5年のユネスコ「教員の役割の変化と教職の準備・現職教育

への影響に関する勧告 Jでも rD役割の変化と教職の準備@現職教育への影響 Jの項において，

養成と研修の有機的な統合の必要を指摘していたことにも現われている。中教審答申「教員の

資質能力の向上について J( 7 8年 6月)は，こうした思想をうけて， 8 0年代に向けてのい

わば， 7 0年代の教師形成，研修の考え方の総マトメ的なものとして打ち出されていると考え

ら才しる。

以上のような教員研修施策の拡大@強化の展開過程において，新採用教員に対する研修施策

も実施，拡充されていったのであるO

(2) 新採用教員研修

新採用教員に対する研修は，従来からその任命権者である都道府県教育委員会が独自の計画

で実砲していた。/6 5年代に入ると本格的な取り組みがなされ，研移が計画的に実施される

ようになった。 (4)

その研修に対し /7 0年度から「新規採用教員研修費補助 Jとして，都道府県でなされる
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新規採用教員研修の所要経費の 2分の lを各都道府県@指定都市に補助する措置がとられ，研修

が制度化されることになった。その研修のねらいは，おおよそ①教育公務員としての自覚をもた

せる，②公立学校の立場，実情を知らせる，①学校における日常の活動上必要な知識技術の習得，

CD新しい環境への適応，①一般教養の習得，等をめざすものであった。研修期間は 16日間以上

とされ，また研修の方法(形態)としては，講師による講義形式のものが中心であった。 (5) こ

の制度化により，財政基盤の相違による研修の地方のノミラツキを解消し，全鼠レベルでの新採用

教員研修の一元化がはかられることになった。

I 7 7年度には，新規採用教員研鯵の充実のために新たな施策がとられ，その拡充がなされた。

これは上記の I7 0年度の財政補助以来，全国レベルでなされていた研修=1一般研修」 に加え

て，新たに「授莱研修 jを実施するに要する経費につき 2分の l以内の定額補助を行い，その奨

励を図ろうとするものであった。文部省地方課による実施要領モデノレ「新規採用教員等研修事業

について Jによると，この「授業研修」の内容は，教育指導に関する講義，演習，各学校におけ

る授業実習及び授業研究等であり，研修期間は年間 10日で，それまでの「一般研修」は 16自

信]から 10日間になり，あわせて 20 Bt誌の研修となった。 (6) 当初この「授業研修 jの対象は，

小@中学校の新規採用教員全員であったが，I 7 8年度より高等学校，特殊教育諸学校，幼稚厨

(公@私立)の新規採用教員にも拡大され，それぞれ 10日間， 1 0日間， 6日間の「授業研修」

が加えられることになったのである。

その後.授業研修は I7 9年度から 15日間となり(幼稚園教員は 8日間，その他は1.5日間)， 

一般研修とあわせて 25日間とする予算措置がとられ，なお一層の拡充イヒの傾向を見せてきてい

る。

2 新採用教員研修施策の思想、と行政の対応の特色

(1) 新採用教員研修施策を支える思想、

前記のような新採用教員研修施策を実施するにあたり，文部省は新採用教員の力量及びその研

修に関して次のような認識をもっていた。

まず 170年度の財政補助の実施にあたり， 1教員養成学部等を卒業し，一定の資格を獲得

し，教員選考試験に合格して採用されたとはし、え，はじめてつく教職に対する自覚，実務上の留

意点などについては，ベテラン教員と比較すればかなり見劣りがすることは否定できないことで

あろう。とくに，教員の場合は，他の一般の織と異なり，採用後重ちにベテラン教員と全く同じ

ように教壇に立ち，先輩生徒の教育活動に従事するのであるから，地の職種以上に早い機会に研

修を行なう必要がある J(7)のように，新採用教員の力量の現実と実際の職務遂行に求められる力

量のあいだのギャップという特殊性を認識し F そのギャッブをうめていくために 3 早期の経験と

研究の積み重ねの必要性を指摘していた。また，入職後ただちにベテラン教員と全く同じような
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教育活動を行ないp 教育責任も同等であるとしづ新採用教員の職務上の特性を認識してい7こ。

このためにp まず最初に打ち出された施策は，教職一般に対する知性と実務能力についての形

成であったのである。 (8)

さらに I7 7年度からは， r一般研修 iを内容とする新採用教員研修に加えて新たに「授業

研修」が実施された。そのねらいは教員の実際的指導力の向上であった。つまり r教育指導

の充実のためには，教員の指導力の向上が不可欠であり，新規採用教員にはこの点で特に意を

用いる必要があるので，昭和 52年度においては，新規採用教員全員を対象として教育指導OII

を重点とした研修を行う J(9)， r特・に 3 現場経験が不足している新任教員全員に対して，教育

指導力の向上を図るための授業研修を充実しもって，父母から信頼される教員の育成に努め

ることとしている」 仰 というものであった。ここでは 170年度の施策においては教員と

しての自覚や実務能力の不足に対して一般研修が予定されていたのに対し，新採用教員の授業

力や生徒指導ーなどの教育指導面の未熟さに対して指導力向上のための授業研修が， I 7 0年代

の父母をはじめ社会からの教育期待の増大との関連で実施されたことに特色がみられるO

これらは，養成レベルで、形成してきた力量の実際と，教育現場で即戦力として求められる指

導力量のギャッブをカバーしてし、く条件づくりが十分になされるよう，行政側からの働きかけh

としての援助@助言の必要性をいうものであった。

以上のような研修施策は，研修思想の基本 e 教師形成，研修思想の基本的な転換のもとでな

されたものであった。

戦後，教員は大学で養成されることになり，大学卒教員への信頼，期待は大なるものがあっ

た。大学卒の教員が採用されはじめてからしばらくのあいだは，彼らの力量については多くの

ことはいわれなかった。ところが I6 5年代以降，大学が大衆化しかっ父母の学歴が高くな

り，さらに学歴社会がよりはっきりと国民のあいだに意識されるにつれて教員への期待も大き

くなり，教員の力量に対しても不満・要求が高まり，新採用教員の m 質"が問題にされだした。

その m 質"は，実際的指導力に向けられることもあったが，表面だったものは，教育に対する

熱意、や心がまえといった m 資質"的なものが多かった。最近では?教育を受ける側，つまり子

どもの学習をめぐって m 落ちこぼれ"や m 塾"の問題等，学校教育，教員に対する不信感とレ

った教育の荒廃的現象をともなって， これら 2つの面での不足が指摘されるようになった。

17 0年の財政補助は，こういった理由からなされたといってよいであろう。

このような状況において，教員の形成は養成だけでなく，もしくは養成制度の改善によって

だけでなく，養成，採用，研諺の全過程でなされるという考え方が， I 7 0年ごろから行政当

局のなかにみられるようになったc 新採用教員に対する研修施策の開始(I 7 0年) とその拡

充(I 7 7年， I 7 9年)は，教員養成の限界からとられた措置というだけでなく，新任期(入

職後 1~ 3年)における研修の如何が，それ以降の教験生活の基盤を形成するとし、う教員の指

導力量の継続的，段階的形成とし、う立場から重視された結果とられた施策で、あるということが

できるであろう。
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(2) 行政の対応、の特色

教員研修においては，その目的とするところは教員の指導力の向上であり，その自己形成であ

る。ところが，他の職種でもしばしばいわれ Mているように，新採用教員にあっては，教育活動の

実際に求められる力量と，養成レベルで、形成してきた力量との間にはギャップがあるというのが

現実である。とくに，一般教員と向じ職務を入職後ただちにしなければならないわけだから，こ

のギャッフcは，教育活動に多くの困難を生み出す原因となっている O さらに，教育活動の条件(

とくに持ち授業時間)もほとんどベテラン教員と同じであることもあり，これらは全体として新

採用教員における力量の岳己形成を困難にさせているといえるであろう。

この意味からしても，新採用教員の研修にはその力量の自己形成のための条件づくりが，側か

らの働きかけとして必要とされてしる。それは学校現場のみでなく行政側からも必要とされるこ

ともあろう。しかし側からの働きかけとしては，第一義的には教育現場での援助が基本であるか

ら，力量の自己形成を可能にさせるような校内での自主的，組織的な研究体制づくりであるとい

える。このことは，若い教員( 2 0 ~ 2 7歳)が自らの教育力量を高めるのに，職場での研究@

研修(形態)を最も希望していることからもうかがえるであろう。(11)

今[1，行政の対応策として行われている新採用教員の研修は，財政論助とし、う条件整備の一環

ではある。しかし，その研修内容，計画に関しては，文部省が提示する研修計画案に沿って展開

されている。「文部省が提示したカリキュラム等は参考案であってその案どおりの実施を条件と

するものではない J(12) とされてはし、るものの，現実には都道府県教委はこれをうけて研修計画

を計画しF 実施している。また，財政補助といっても対象経費は， r-1.講義講師及び、授業研究指

導者説金. 2講師旅費. 3会場借料， 4.会議費， 5.印刷製本費. 6.消耗品費. 7.通信運搬費. 8 

パス世上料 jω であり，新採用教員研修にとって側からの働きかけとして最も重要視されるべ

き校内の研究活動に対して向けられたものではなし、。この財政補助施策としての新採用教員研修

施策は，そのまま新採用教員の力量の自己形成にとって有意義なものにつながるかどうかは疑問

が残ると思われる。

また，新採用教員研修は，その制度化( / 7 0年/7 7年はその拡大)によって事実上義務

化され，教員の自主的な個人的，共同的研究による力量の自己形成としづ研修本来の意義が，行

政研修の強調と義務化により，おびやかされているといえるのではなし崎、さらに，研修の制度

化によって，地方による研修のノミラツキを解消するという名のもとに研移の一元化を図ろうとす

る新採用教員研修施策には 7 研修の「管理化」へ連がる危険性があるといえるだろう。また，

f一般研修 J~こ加え「授業研修 j とし、う教育の内容にかかわる研修を行政主導により制度化し，

その長期化を図ろうとするなど，新採用教員研修の実施とその拡大の傾向のなかに p 試補制度や

試補的研修の実施を予定しているのではないかとし、う危険性もある。教育職員養成審議会建議

( / 6 2年)，中央教育審議会答申 ( I 7 1年 )，教育職員養成審議会建議 ( I 7 2年 )，さら

にこのたびの中央教育審議会答申 r:教員の資質能力の向上について J( / 7 8年)で試補制度ま
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たは試補的研修が打ち出されており，その過程で新採用教員に対する研修施策が展開されてい

ることを思えばs 前述のような危険性は単なる杷憂であるともいわれないであろう o(l4) 

イ66年の 1L 0 ..ユネスコ「教員の地位に関する勧告 J， / 7 5年のユネスコ「教員の役割

の変化と教i織の準備@現職教育への影響に関する勧告 jで，研修計画の立案，実施に教員(団

体)の参加について勧告されていることが在目されていることはゆえなしとしなし、。

新採用教員研修に対する行政施策は，拡大@強化の傾向にあり，それを支える理念、は「新任

教員については，教員としての自覚と実際的な指導力を高めるため 9 初任者研修を充実し》で

きるだけ長期間にわたって実施できるようにするとともに，将来におし、て，採用後一年程度の

実施修練を行うという施策を実現するよう努力すること J( / 7 8年，中央教育審議会答申)

と基本的に同一軌跡、をたどって推進される可能性は大きいと思われる。

そこで次に，新採用教員研修としての試補的研修ならびに試補制度について考察して，研修

行政の基本的視点は何かについて明らかにしていきたし、。

3. 試補制度構想、にみる研修行政の視点

(1) 試補的研修の考え方

1 9 7 0年の財政捕助施策以来，新採用教員に対する研修施策は拡充@強化 (I 7 7年，I 7 9 

年)の傾向をたどってきているO こうした行政施策の背景には，いうまでもなく，教員として

の力量は教員となってからも継続的，段階的に形成 e 成長するという考えがあるが，とりわけ

新採用後の一定期間においては，組織的な研修が重要であるとしづ仮説にもとづくものである O

新採用教員の研修については，採用制度もしくはその後の処遇との関連で教員一般の研修と

は異なる特別な研修として制度化しようとする試補的研修が構想されてしる。

試補的研修とは，試補制度において，試補の身分のあいだ行われる研修という意味のほか，

将来，試補制度の確立をめざしてその過渡期において，新採用教員に一定の期間課される研修

という意味，もしくは，新採用教員に教員としての資質，適性，能力を特別な条件のもとで(

例えば，学校内措置として一入前の教員として考えるのではなく)形成するために行なわれる

研修という意味であるO 試補的研修というのは，これら 3つのすべての側面について部分的に

含むものではあるが，ここでは，第 3の意味に使うことにした。

このような意味での試補的研修は， 1 9 7 2年の教育職員養成審議会建議「教員養成の改善

方策について」において， rとくに新任教員については，教員としての自覚を高め，実際的な

指導能力の向上を図ることの重要性にかんがみ，採用後一年程度の実地修練を行なわせること

を目標に，組織的，計画的な初任者研修を段階的に充実実施することについても検討する必要

があるo Jと，また，中教審答申「教員の資質能力の向上について J( 1 978年)では，r新

任教員については，教員としての自覚と実際的な指導力を高めるため，初任者研修を充実し，
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できるだけ長期間にわたって実施できるようにするとともに，将来において，採用後一年程疫

の実地修練を行うとし、う施策を実現するよう努力すること」として構案されているものであるO

新採用教員研修を試補的研修として実施する構想、のなかには，新採用教員は子どもの学習と

生活に対し，一般教員と同じような素任をもたせるにはその資質と能力において十分でなく，

一定の期間は任命権者の計画のもとで先輩教員等の指導@助言を受けながら，教育指導の実際

を学ばせようとする意図がうかがわれるO また，この種の構想、には， I教職は，本来きわめて

高い専門性を必要とするものであり，教育者としての基本的な資質のうえに，教育の理念およ

び人間の成長と発達についての深い理解，教科の内容に関する専門的な学識，さらにそれらを

教育効果として結実させる実践的な指導能力など，高度の資質と総合的な能力が要求される J

( / I 7 1年，中教審答申)にみるように， I教員としての自覚 jとし、う教員であるための特殊

な資質と実際的指導力を養成するための新採用教員研修の意義とその方法としての試補的研修

を示唆していると思われるO

こういった試補的研修構想、は，これまでの教員養成制度構想において関係審議会の答申等で

提案されてきた「試補制度 Jという考え方の延長線上にあるものであるO

試補制度とは，新任教員を特別な身分において任命権者の計画@実路する試;補的研修(試補

期間)における成績の結果を判断し，教師としての資質@能力の適格性があると見なされた者

についてのみ正式に教員として採用するシステムである。

教育職員養成審議会建議「教員養成制度の改善について J( 1 962年)においての試福制

度の提案は，教員養成を目的とする大学の卒業者およびそれに準じた教員課程を履習した一般

大学卒業者に試補の免許状を授与し， I採用後一年の試補期間を経たうえで実地の成績等につ

き所定の試験を実施し，その合格者に J教諭の免許状を授与するものである O 試補は学校に勤

務しながら，教員としての資質能力を高めるために， I教育指導の実際的知識，技術に習熟さ

せ，学級経営，学校管理等に関し学問的，実際的な研究」を行う。また，試補昔話j度による研修

の結果を給与@資格等に関連づけ，免許授与権者は国とされた。このように，この建議は教員

資格の条件に試補を加え，さらに教員免許状授与権者は思とするとし，免許制度をかえ行政側

の主導する試補制度構想、であった。

その後， I試補 J制度の用語は姿を消したが，試捕昔話j度を実質的に意味する考え方は/7 1 

年の中央教育審議会「今後における学校教育の総合的な拡充整備のための基本的な施策につい

て」の答申でも明らかにされている。そこでは，教員の資質の向上について重要なことは養成

段階のみならず，その採用@研修@再教育の全過程であると，教員としての自覚を高め，実際

的な指導能力の向上をはかるための新任教員の現職教育を強調した。そのために，新任教員を

「特別な身分 Jとし、う不確定な地位におき， I一年程度の期間，任命権者の計画のもとに実地

修練を行なわせ，その成績によって教諭に採用する制度を検討すること」として，いわゆる

f試補制度 Jを提案した。このような試補制度は， I教職への自覚を高め実践的な態度を確立

するために J， I徹底した実地修練 Jを行なう機会とみなされているのであるO
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/ 7 2年の教養審建議， / 7 8年の中教審答申では「試補制度 Jとし、う表現や，それを実質的

に意味する制度構想は打ち出されていない。が，そこでは，事実上，試補制度の効果を実現し

ようとして，任命権者の計画のもとで実施する研修(行政研修)，つまり試補的研修が表明さ

れているといえるだろう。

(2) 試補制度による力量形成の可能性

新採用教員の研修及びその採用制度としての試補的研修や試補制度を，研修に対する行政の

対応という視点からみた場合，次のようにとらえられるであろう。

前述したように，新採用教員は教員としての資質はともかく，指導力量においては十分でな

いことは明らかであるから，新採用教員の研修課題はここから出発しなければならなし、。教職

生活におし、て，とくに採用一年自の教員にとって，その時期における研修の如何が，その後の

教職活動にもつ意味は測りしれなし、。その意味でこの時期における目的的，かつ組織的な研諺

は必要不可欠なものといえる。試補的研修や試補制度に関する答申等においても，この点は強

調され，任命権者の計画のもとに，組織的，計画的な研修体制の確立が提起されているO

新採用教員研諺が，内容的にも，制度的な面からも充実されることは，その研修のもつ課題

を達成するために必要であり，有効性をもちうるであろう。しかし，教員研修の課題である指

導力量の自己形成の観点からみた場合，また，新採用教員の職務特性から要請される研修とい

う観点からみた場合，試補制度構想、で予定されている研修は果してその意義をもちうるのであ

ろうか。

答申等の構想で予定されている新任研修(試補的研修)は，採用制度との密接な関係から，

研修成績の結果，教員として採用するか否かを判断し，さらに採用後の;給与，資格等に関連づ

けることを意図したものであった。そういった研修体制においては，ある一定の研修基準，判

断基準が予定されていると考えられ，この制度は「管理された研修Jのイメージを強くいだか

せるものであり，研修の主体性，自律性がそこなわれる危険性があるといえるO そのため，試

補制度によって「教員養成が国家統制のもとにおかれる J同， r W思想差別』等の， w ふるい

わけをいっそうやりやすくするj]，二重のふるいわけの機能をはたすことになる j仰 とか，

「思想統制につながるおそれがあるばかりでなく，閉鎖的教員養成をむしろ補強する役割をに

なう」聞 といった危俣の念がもたれることになった。さらに，試補的研修に関しては， r教

員は管理された研修基準を意識し，その基準を達成することだけが目的としてしまう」ω 危

険性ばかりでなく，研修をめぐる基本的な問題である f教育実践の過程で直面する問題をさま

ざまな角震から自由に考え，解決するという研修本来の意義が失なわれはしないか j仰 とい

った教育の本質にかかわる研修の自主性，自律性への危検性が指摘されている O

このような問題点が指摘されている試補制度，試補的研修において，新採用教員の指導力量

の自己形成が可能であろうか。その可能性は客観的にみてもうすいといえるのではないか。
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教員の指導力形成における目的的，かつ組織的な研修は，あくまで学校現場，教育実践の場

における主体的，共同的な研修を意味するものであり，まさに，学校を軸とした，学校に基礎

をおいた研修体制のあり方を指しているものであろう。「一人前 Jの教員として成長@発達す

る過程にある，研修途上の新採用教員の指導力形成にとって，その時期における「実地修練」

のもつ意味は重大ではあるが，それを試補制度や試補的研移という考えにおいてなされるとい

うのではなく，その[実地修練 jは，学校現場の自主的，自覚的な研修体制のなかで行なうこ

との方がもっともっと大切である O 行政の役割は，学校全体が共同で新採用教員の研修に対処

できるような組織@体制づくりができるように，その意、味での外からの働きかけにあるといえ

るのではないだろうか。新採用教員をその職務の特殊性や指導力量の実際から， i試補的な地

位」において y 指導者，管理者のもとで研修させるよりも，子どもの学習と生活に「一人前の

教員」としての地位と責任をもち，その教育実践の過程で，日常的，継続的に指導力量を形成，

向上させていくことにその意義を見い出すべきであろう。

4 新採用教員研修における中央@文部省の責任と課題

以上，新採用教員研{俸について研修への行政の対応という視点から，その施策と試補制度構

想、を見てきた。そこで，われわれは，研修の中央への系列化のもとで，研修を制度化，一元化

していこうとするなかに，研修に対する行政側の責任遂行の実態をみることができ t::..o

しかし，側からの補助 e 援助として行政側に求められた研修責務は，教員の自主的な個人的，

共同的研修に対する外的な条件整備であり，その研修(行政研諺)は，教員の自主的な研修の

第二義的，補完的なものとして，指導力量の形成過程での職務特性に応じた，また研修課題に

即した適切有効な研修として必要とされるものであろう。 (20)

そのなかで，新採用教員研修においては，その職務特性，研修課題から明らかなように，側

からの補助@援助として求められる研修は，第一義的には日常的，継続的に研修が行ないうる

学校現場でのそれであるといえるだろう。そして，行政側に求められる研修責務は，そのよう

な学校現場での自主的，共同的な研究@研修が容易にできるための諸条件の整備確立であると

し、えよう。そのなかにあって，中央・文部省には，学校現場での「自主的な研修の時間 Jが保

証されるような措置を講じることが，研修に対する責務として求められているといえよう。自

主的な研修時間保証の問題は，新任期教員(入職後 4年未満の教員)だけでなく，各年代(20 

代， 3 0代， 4 0代)の教員や校長がそれぞれの立場から，研修阻害の要因として第一に指摘

しており，ωこのことは指導力量の自己形成が客観的に国難な状況にある新採用教員にとって

教員集団による共同的な研修体制づくりがなされにくい要因となり，全体的に新採用教員の指

導力量の形成。成長を困難にしている要因だといえよう。

このような現状からも，新採用教員研修においては，学校現場での研究@研鯵の時間が容易

に確保されていることによる教員の自主的，共同的な研修体制確立のための条件整備が， -mIJか
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からの働きかけとして積極的な意味をもって求められているといえる。そして，それは学級定

数の削減@教員の定数増，事務職員の増，といった措置に見い出されるであろう。また，その

研修内容を充実させるために，学校における教育研究資料 e 設備の充実や研究費の十分な支給

といった措置も積極的に配慮されるべきであろう。

これら研修を実施するうえでの財政的条件，物的条件といった外的条伺二を解消する万策は，

研修を促す主体的要因=研修意欲を高揚するだけでなく，実際上の，即時の問題解決をも意味

しているといえ.新採用教員研修における中央@文部省の責任と課題の方向性を示すものと考

えられる。

(注)

(1) 昭和 35 年~ 4 2年( 1 9 6 0年"-67年)の補助金の推移

中央研究団体 地方研究団体
年度 補助金総額

均1毘補助体金平
1団体平

団体数 補 助 金 団体数 補 助 金
均補助金

千円 千円 干Pl 子pl 千円

35 1 3，6 85 30 3，000 100 51 0 1 0，685 2 1 

36 1 4，97 0 40 4，500 1 1 ] 51 7 1 0，4 7 0 20 

37 1 3，6 91 34 4，300 1 22 633 9，391 1 5 

38 48，680 44 8，480 193 686 40，200 59 

39 1 04，8 50 59 27，800 471 448 77，050 172 

40 135，427 63 37，620 597 388 97，807 252 

4 1 1 66，1 50 69 4 7，4 4 5 688 386 1 1 8，7 0 5 308 

4 2 1 95，4 50 73 7 4，203 1，0 1 6 389 1 21，24 7 3 1 1 

(鈴木英市「教育研究団体の活動状況とその発展傾向 J， Ii文部時報j) 1967.12 P49) 

(2) 例えば，文部省初中局「教職員研究の強化 J( Ii文部時報J) 1 961 ，りでは，研究費補

劫のねらいを，民間における中正穏健な教育研究こそが教職員の資質を向上させるから，教

育界に真塾な教育研究の気風を醸成することだ，としている。さらに，内藤誉三郎「初等中

等教育の諸問題 J( Ii文部時報J)1962.1 )では， I日本における教育研究団体はもっと

活発になってほしい。階級闘争の理念から離れて，ほんとうに純粋に教育を娠輿させる立場

から，教育がどうあるべきかという点における日本の教育界の声」を結集させよう，と論じ

ている。

さらに，この種の見解が，福田繁「教育研究団体を育成・強化しよう J( Ii教育委員会月

報j)1962，10)，今村武俊「職能団体と職員団体 J( Ii教育委員会月報J)， 1963.2)

等にみられるO
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(3) / 7 1年の中教審答申に際して，その中間報告の発表( /7 0年)において平塚益徳委員は

f中間答申で，われわれは教員養成についての考え方を根本的に改めた」と述べ， rこれま

では，よい先生は大学の教員養成課程を充実しさえすれば得られると考えていt.:_o いまの考

え方は，よい先生は，養成 e 採用@研修@再教育の過程を通して，しだし、に形成される」と

指摘していた。

(海後宗臣編『教員養成~，東大出版会， 197 1年， P 510より引用)

(4) 例えば，大阪では/6 0年にすでに「府立高校新任教員研修会 Jが実施されていたし，愛

知県では/6 7年より新規採用教員研修が充実強化され，宮城県では，それまで教育現場，

市町村教委，教育事務所がそれぞれの立場で実施していた研修を， /68年からは県教委が

主体となって研修の組織化と内容充実に努めることになった。

また，文部省が I7 0年度の財政補助を実施するにあたり各都道府県での研修状況を調査

した結果， r一部の県で全然、していないというのもありましたし，また実施している県も 2

日ないし 3Elぐらいというのがほとんどのようでした jとの報告がある。(r当面する教育

上の諸問題 JW教育委員会月報j]， 1970.3)

(5) 新採用教員研修の実施状況

講 師
研修内容項目 研修方法項目

県内講師分類 県外講師分類

L 教育法規 61 L 講義@講演 61 1.県教委関係 61 1.文部省関係 10

2 教育思 潮 37 

3 人間関係 41 2 ゼミナ一方式 28 2. 大学関係 26 2.大学関係 17

4 教育行財政 26 

5. 各種軍営上の諸九噛 32 3. 事例研究 48 3 企業関係 22 3. 国 研 4

6 一般教養，時事:fJ噂 36

7 校内研修 36 4. 視察@見学 35 4. 校 長 41 4.企業学校 4 

8 教育方法 54 

9 学年，学級教育目標 37 5. 座談会@読書 36 5. 当該研究所関係 28 5.教育評論家 5 

10 生徒指 導 59 

11.学習指導 57 6. 研究協議方式 54 6. そ の 他 39 6 そ の他 8

12 教育 相 談 31 

13 進路指 導 29 7 宿泊研究 27

14.学校行 事 27 

1 5.教室環 境 27 

16 そ 。') 他 34 
」ーーーー

(内外教育「各都道府県の教職員研修の実態 J， 1970年 10月 16日付)
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なお，戸田成ー「昭和 45年度新規採用教員研修等の実施状況 J( W 教育委員会月報~，

1971.1) においても，その概要が述べられている。

(6) 文部省初中局地方諜「新規採用教員等研修事業(一般研修，授業研修，教職経験者研修)

について J(1977.1.27) 

2. 事業内容

(1)一般研修

従来 16日間の研修j訪問を 10日間とする。

対象者(小@中@高等学校の新規採用教員全員)及び研務内容(教育の理念，教育の

使命と責任など教員としての基本的な心構え)等については従来どおりである。

(2) 授業研修(新規)

対象者 小@中学校新規採用教員全員

研修期間 1 0日間(講義，演習等 3B，授業実習及び授業研究等 5日，巡回授

業実習1.5B，研修のまとめ 0.5日)

研修方法 原則として，教育事務所(1県平均 7ケ所)単位で実施する。

研修内容

補助対象経費

各事務所 1か所で教育指導に関する講義，演習を行l-'，授業実習及び

授業研究は教育事務所管下の小学校 2校，中学校 1校において行う。

巡回授業実習は，管下学校をバスにて巡回し，授業参観等を中心として

て行う。

J31j紙カリキュラム表(案の 1)を参照 一※ー

1.講義講師及び授業研究指導者謝金 2講師旅費 3会場借料

4.会議費 5.印居臨本費 6.消耗品費 7.通信運搬費

8.パス借上料

※ 別紙カリキュラム表(案の 1) 

新採教員研修事業一一授業研修カリキュラム表(案の 1) 

日 研修会名称 研 修 内 廿H 円

1 講 義 「教育課程の基準と編成，学習指導要領の性格，内容に

ついて j

講 義 「指導方法の原理，指導計画，指導案の作成及び教材，

2 教具の活用について」

演 習 「学期，月，遇案の作成について j

講 義 「道徳教育，生活指導，及び教育評価について」
3 

演 習 「日案及び、単位時間指導案の作成について」
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授業実習事官官話導 「教育事務所管下小@中学校(重点は実習校)における

指導目標，各学年のねらい，重点事項，教育計画等につ

いて」
4 

授業実鶴司iJ研究 「実習学級の指導計画，他学年，他学級との関連;指導

案，教材，教具への活用，授業の進め方等についての事

前研究 j

5 
授業実 習 アーマ 導入時の学習指導のあり方

授業研究 上記テーマの研究協議

6 
授業実習 プーマ 学習の展開過程における指導技術のあり方

授業研究 上記テーマの研究協議

授業実 習 フー一一てr 学習のまとめ，評価のあり方
7 

授 業研究 上記テーマの研究協議

授業実 習 アーマ 授業形態，授業の流，節
8 

授業研究 上記テーマの研究協議

9 巡回授業実習 巡回授業見学

巡回授業実習 ノ/

10 
ま と め 研修の総まとめ，反省、，評価， レポート提出

(カリキュラム表のうち，研修内容のみを抜すい，作成)

(7) 別府 哲 「現職教育の拡充一一一新規採用教員研修@海外派遣研修 J

( ~教育委員会月報~ 1970.5月号)

(8) 前述(5)の戸田成一論文

(9) 研修の内容

@ 教育の理念，教職員の使命，服務など教育公務員一教職ーとしての自覚をもたせる

ことをねらいとする事項

② 教育制度，行政制度.学校制度，学校の内部組織，実情なと学校の立場，実情を知

らせることをねらいとする事項

@ 教育課程の編成，実施など学校における日常の活動上必要な知識技術を習得させる

ことをねらいとする事項

@ 都道府県，市町村の教育事情，先輩教員の経験談など新しい環境に対する適応、の援

助をすることをねらいとする事項

① その他一般教養.社会見学， レクリェーションなど一般教養を身につけさせ，講師

等と受講者，さらには受講者間の人間的なふれあいを深めることをねらいとする事項
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(9) lf'文部時報j) 1976.11 P76 

(10) lf'教育委員会月報j) 1977.9 P58 

(11) 東京都教組青年部「青年教職員の生活君、識調査 J( 1 9 79年)によれば， i教員力量を高め

るのに何をするかJの質問に次のような研修形態を希望してしも。(陥 6回定期試会動品報告書』

1979年)
① 20~23歳 l位職場教研 2位 個人研諺 3位サークノレ参加

4位組合の教研集会など 5位官製研修

② 24~26議 l位職場教研 2位 個人研修 3位組合の教研集会など，

4位 サークル参加 5位官製研修

③ 2 7~ 3 0歳 ②と同様の結果

凶 新規採用教員研修事業について，日教組が要求したものについて文部省が回答したもの

( 1 9 7 7年3月18日メモ)。

ω 前述 (6)の資料より

(14) 教員の資質と能力は「その養成，採用，研修，再教育の過程を通じてしだいに形成させる」

( / 7 1年，中教審答申)，この意味で，試補的研修が強調され，養成，採用，研修，再教

育の全過程に対する施策が強調されるに至った，との指摘がある。(高謁書， W教員養成j]P510)

ω 日本教育学会@大学制度研究委員会 教員養成制度小委員会「教員養付制度の諸問題 J

( lf'教育学研究j] 1964.12) 

同山田 昇 「教員採用における、試補制度 N の問題 J( W教育j] 1971.1) 

仕7) 前掲書『教員養成』 東大出版会 P555 

(18) 小島 弘道 「教員研修における新任期研修の特性に関する研究」

( W日本教育経営学会紀要 J 第 21号 1 9 7 9年〉

ω 向 上

(2司 この点、に関して，兼子仁氏は，教育行政として積極的に行なうべきなのは，教師たちの自

主研修にたし、する外的な条件整備であるとして，行政研修は，あくまでも自主研修にたし、し

て補充的なものにとどまらなくてはならないもので， i自主研修の行政研修にたいする優先

性 J， i行政研諺の自主研修にたし、する補充性」を主張されている。(i教師にたし、する行

政研修の教育法的評価 J， W季刊教育法j]2， 1971年， 総合労働研究所)

ω 研修を組害する要因に関しては次のような調査報告がある。

全国教育研究所連盟「学校・学級経営に関するフィーノレド調査 J(1970年)

東京都立教育研究所経営研究部「研修に関する意見調査 J(1975年)

全日本中学校長会「現職教育の改善に関する調査 J(1977年)

その他日教組 W / 7 7白書 日本の教育j](1977年)にもその調査報告がある O

これらの調査結果から研修阻害の第 1の要因として特に，研修をするための「時間」がと

れないことが教員の実感として考えられている。

その他参考文献

小島弘道 「教師の力量と研究・研修」

講亜 日本の学力 1 5. W学校経営j](日本標準， 1 9 7 9年)所収
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